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令和６年度 第４回みなかみ町教育委員会（臨時会）議事録 
 

 １．招 集 年 月 日  令和６年７月１１日（木）
 ２．開 催 日 時  令和６年７月１９日（金） 午後１時３０分

 ３．開 催 場 所    みなかみ町中央公民館 3階会議室AB
 ４．出 席 者 氏 名    田村義和・根津公安・利根川太郎・阿部剛・登坂季子

 ５．欠 席 者 の 氏 名    無し
 ６．議 長 の 氏 名    田村義和教育長

 ７．事 務 局 出 席 者    吉田武春・丸山浩文・木榑晴彦・綿貫芳昭・久保野雅之
 ８．会議録署名委員  １番委員 利根川太郎

 ９．本日の会議に付議した議件
   日程第1 会期の決定及び会議録署名委員並びに書記の指名

   日程第2 議案第5号 令和7年度使用教科用図書の採択について
  日程第3 議案第6号 みなかみ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の

             一部を改正する告示について
  日程第4 議案第7号 みなかみ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の認定につ

             いて
 

 10．開会 午後1時30分
 
 日程第1、会期の決定及び会議録署名委員並びに書記の指名についてを議題とし、会期は
本日1日限りとすることで決定。会議録署名委員を1番利根川太郎委員、書記に吉田武春学

 校教育課長を指名する。
 
 日程第2、議案第5号令和7年度使用教科用図書の採択についてを議題とし、教育長より説
明。なお、本件は8月31日まで部外秘とされるため、関係者（教育長、教育委員、学校教育

 課長、学校教育課次長、管理主事兼指導主事）以外の退室を求める。
 

 ー 関係者以外退室 ー
 

 ー 説明 ー
 

 ー 教科用図書の閲覧 ー
 

 （利根川委員）
 昨年、中学校の社会科は同じ会社が良いと発言したが、今回見たら問題が無いので取り消

 す。
 

 （阿部委員）
 選定にあたり、職務代理が委員代表として会議等に出席しており、負担が大きいため、代

 理者だけでも報酬の引き上げを検討願いたい。
 

 （教育長）
  意見は承っておく。
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 （利根川委員）
 新聞で拝見したが、デジタル教科書が進んでいないとあった。デジタル教科書は検定を受

 けた教科書をデジタル化するのか、デジタル教科書そのものが検定を受けるのか。
 

 （教育長）
  事務局に情報があるか。

 
 （事務局）

  入っていない。
 

 （利根川委員）
  今後、デジタル教科書はどのような扱いになっていくのか。

 
 （教育長）

 指導者用のデジタル教科書は使っている。学習用のデジタル教科書はどうなっているのか。 
 

 （事務局）
 英語はすべて入っているが活用頻度は高くないように思われる。新治小は算数が入ってお

 り活用されている。
 

 （教育長）
  事務局でも情報収集を行う。

 
  議案第5号は異議無く原案どおり承認された。ここで関係者以外の退室を解く。

 
 ー 関係者以外入室 ー

 
 日程第3、議案第6号みなかみ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部

 を改正する告示についてを議題とし、事務局より説明。
 

 （利根川委員）
  口座振り込みの件はどういうことか。

 
 （事務局）

 今までは、金融機関の月末営業日に振込が行えたが、会計課システムの運用上、指定金融
 機関である群銀の対応が毎週木曜日となったため、下線部一文を削除した。

 
 （利根川委員）

 給食費の滞納があると、支給金額から滞納金額を支払って頂いていたが、振込になると難
 しいか。

 
 （阿部委員）

  給食費の滞納状況はどうなっているのか。
 

 （事務局）
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  増加傾向にあり累計で480万円ほど、令和5年度は80万円ほどになる。
 

 （阿部委員）
  滞納分は支給額から差し引き、給食費に充当すれば滞納が減らせるのではないか。

 
 （事務局）

  基本的に、給食費を払って頂き、残りを支給する形をとっている。
 

 （教育長）
 支払った実費を補填する形。保護者が立て替えて支払い、後から支給すると言うこと。修
学旅行費も同じ扱い。給食費の滞納は児童扶養手当を現金支給にし、その中から支払いをお

 願いしている。
 

 （登坂委員）
  今、説明があった方以外の滞納が増えていると言うことか。

 
 （教育長）

  今年度は増えているが、全体（累計）は減少傾向にある。
 

 （阿部委員）
  整理すると、給食費を払っておいて、後から戻ってくると言う理解で良いか。

 
 （事務局）

  お見込みのとおり。
 

 （阿部委員）
  今回はこの改正案で良いが、お金の流れを明確にするべきではないか。

 
 （事務局）

  確認する。
 

 ー 暫時休憩 ー
 

 ー 会議を再開 ー
 

 （事務局）
  給食費・修学旅行費は学校に確認のうえ支給しているとのこと。

 
 （教育長）

 学用品費や通学用品費は決められた金額どおり支給、修学旅行費・給食費は実費を確認し
 てから支給している。

 
 （阿部委員）

 改正案に非認定の理由を記す欄があるが必要なのか。非認定の場合、理由が難しいケース
 もあると思う。かえって首を絞めることにならないか。
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 （教育長）
  ご意見として承り、今後検討していくことでよろしいか。

 
 （利根川委員）

  再検討をお願いする。事務局の対応が難しくなると思う。
 

 （根津委員）
  削除で良いと思う。文章にするのは難しいのでやめた方が良い。

 
 （登坂委員）

  気になった箇所であり同意見である。
 

 （議長）
  削除に向け検討することでよろしいか。

 
 ー はいの声 ー

 
  議案6号は異議無く原案どおり承認。

 
 日程第4、議案第7号みなかみ町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費の認定について

 を議題とし、事務局より説明。
 

 （利根川委員）
  認定条件が変わっていないが、このままで良いものか。

 
 （議長）

  その件は、改めてご協議頂くことでよろしいか。
 

 （利根川委員）
  承知した。

 
 ー 審査 ー

 
  議案7号は審査どおり1件を認定。

 
 以上で、本日予定された議事はすべて議了したので、令和6年度第4回みなかみ町教育委

 員会（臨時会）を閉会する。
 

 11．閉会 午後2時30分


